
2026年度～

◆令和６年１１月１日から自転車の運転中における「ながらスマホ」
　に関する罰則及び酒気帯び運転に関する罰則が整備されました。
◆令和8年4月1日より自転車も反則金の対象になります。
　※16歳以上の自転車運転者による交通違反が
　　交通反則通告制度の対象になります。

◆ご家族で自転車のルールやマナーについて確認しましょう。

詳しくはこちら→ 【千葉県警察】

自転車安全利用に係る教育用リーフレット 2026（小学）　表面　3校
仕上がり A5（W588×H210）

自転車交通安全参考動画自転車交通安全参考動画

ティモンディの地域貢献レポート
～ヘルメット着用促進 篇～

自転車交通安全教室
～スケアード・ストレイト～

ヘルメット着用促進啓発動画
「自転車乗るならヘルメット！

～かぶろう、大切な命を守るために～」 大人篇

JA共済連・警察庁及び千葉県警察より引用

自転車交通安全動画
【警察庁】

交通安全教育動画
【千葉県警察】
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自転車安全利用に係る教育用リーフレット 2026（小学）　中面　3校
仕上がり A5（W588×H210）

　小学生が夜間、自転車で坂道
を下っていたところ、歩行中の
女性に正面衝突。女性は頭の骨
を折り、意識が戻らない状態と
なった。
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命を守るために、ヘルメットを
着用しよう！

ヘルメットを
着用すると、
転倒時の頭部
への衝撃値が
約60％減少！

JA共済連が委託し、（一財）日本自動車研究所が
行った実験結果より引用
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普通自転車等及び歩行者等専用
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「自転車も車と同じ。
飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」
家族や周りの人にも伝えていきましょう。
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（令和4年7月1日より義務化）

点検整備をしよう点検整備をしよう

反射器材（リフレクター）を付けよう反射器材（リフレクター）を付けよう

ヘルメットをかぶろうヘルメットをかぶろう（令和5年4月1日より努力義務化）

飲酒運転はやめよう飲酒運転はやめよう

協力：（独）産業技術綜合研究所、金沢大学、（株）オージーケーカブト
　　 （C）オージーケーカブト

きょうりょく どく      さんぎょう ぎ じゅつ そう ごう  けんきゅうじょ　  かな  ざわ だい  がく　      かぶ

車道の左側を走ろう車道の左側を走ろう
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交差点では安全確認しよう交差点では安全確認しよう

夕方からライトをつけよう夕方からライトをつけよう

また…
頭蓋骨骨折の危険性が大幅に
減少！
ヘルメット着用時は非着用時に比べ、
致死率が約２分の１に！
(※平成28年～令和7年　千葉県警察調べ）

○13歳未満の人、70歳以上の人、体の不自由な人は、歩道を通ることが
　できます。
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上記以外の人が
自転車で歩道を
通行できる場合そうちゃく
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